
指 示 

 

令和６年１２月２５日 

 

 

宮城県知事 

村井 嘉浩 殿 

 

原子力災害対策本部長 

         内閣総理大臣 

 石破 茂 

 

 

貴県に対する、原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第

２０条第２項に基づく令和６年２月１５日付け指示は、下記のとおり変更する。 

 

記 

 

 

１．宮城県仙台市、石巻市、気仙沼市、名取市、角田市、登米市、栗原市、大崎

市、蔵王町、七ヶ宿町、村田町、川崎町、丸森町、大和町、大衡村、色麻町、

加美町及び南三陸町において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて

栽培されたものに限る。以下本項において同じ。）について、当分の間、出荷

を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、

貴県の定める管理計画に基づき管理されるしいたけについては、この限りでは

ない。 

 

２．宮城県白石市、東松島市及び富谷市において産出されたしいたけ（露地にお

いて原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し

控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。 

 

３．宮城県仙台市、登米市、村田町及び南三陸町において採取されたきのこ類（野

生のものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体

の長及び関係事業者等に要請すること。 

 

 



４．宮城県気仙沼市において採取されたきのこ類（野生のものに限る。）について、

当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請す

ること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるまつたけに

ついては、この限りでない。 

 

５．宮城県栗原市及び大崎市において採取されたきのこ類（野生のものに限る。）

について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者

等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理される

なめこ、ならたけ、むきたけ及びくりたけについては、この限りではない。 

 

６．宮城県栗原市（旧栗駒町、旧鶯沢町、旧金成町及び旧花山村の区域のうち、

県の定める管理計画に基づき管理される区域並びに旧築館町、旧若柳町、旧高

清水町、旧一迫町、旧瀬峰町及び旧志波姫町の区域を除く。）において産出さ

れたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及

び関係事業者等に要請すること。 

 

７．宮城県丸森町（旧金山町、旧舘矢間村及び旧大張村の区域に限る。）において

産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体

の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針

に基づき管理されるたけのこについては、この限りでない。 

 

８．宮城県気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、七ヶ宿町、大和町及び南三陸町

において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、

関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。 

 

９．宮城県気仙沼市及び大崎市において産出されたぜんまいについて、当分の間、

出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。 

 

１０．宮城県丸森町において産出されたぜんまい（野生のものに限る。）について、

当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請す

ること。 

 

１１．宮城県栗原市（旧築館町、旧栗駒町、旧高清水町、旧一迫町、旧瀬峰町、

旧金成町及び旧志波姫町の区域を除く。）において産出されたたらのめ（野生

のものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の

長及び関係事業者等に要請すること。 



 

１２．宮城県大崎市及び加美町において産出されたわらび（野生のものに限る。）

について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者

等に要請すること。 

 

１３．一迫川のうち花山ダムの上流（支流を含む。）、江合川のうち鳴子ダムの上

流（支流を含む。）、三迫川のうち栗駒ダムの上流（支流を含む。）及び松川（支

流を含む。ただし、濁川及びその支流並びに澄川４号堰堤の上流を除く。）に

おいて採捕されたいわな（養殖により生産されたものを除く。）について、当

分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。 

 

１４．宮城県内の北上川（支流を含む。）において採捕されたうぐいについて、当

分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。 

 

１５．白石川（支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。）において採捕さ

れたやまめ（養殖により生産されたものを除く。）について、当分の間、出荷

を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。 

 

１６．貴県において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控

えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の

定める出荷・検査方針に基づき管理されるいのししの肉については、この限り

ではない。 

 

１７．貴県において捕獲されたくまの肉について、当分の間、出荷を差し控える

よう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。 

 

１８．貴県において捕獲されたしかの肉について、当分の間、出荷を差し控える

よう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定め

る出荷・検査方針に基づき管理されるしかの肉については、この限りではない。



 

 

指 示 

 

令和６年２月１５日 

 

 

宮城県知事 

村井 嘉浩 殿 

 

原子力災害対策本部長 

         内閣総理大臣 

 岸田 文雄 

 

 

貴県に対する、原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第

２０条第２項に基づく令和５年１０月１６日付け指示は、下記のとおり変更す

る。 

 

記 

 

 

１．宮城県仙台市、石巻市、気仙沼市、名取市、角田市、登米市、栗原市、大崎

市、蔵王町、七ヶ宿町、村田町、川崎町、丸森町、大和町、大衡村、色麻町、

加美町及び南三陸町において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて

栽培されたものに限る。以下本項において同じ。）について、当分の間、出荷

を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、

貴県の定める管理計画に基づき管理されるしいたけについては、この限りでは

ない。 

 

２．宮城県白石市、東松島市及び富谷市において産出されたしいたけ（露地にお

いて原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し

控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。 

 

３．宮城県仙台市、登米市、村田町及び南三陸町において採取されたきのこ類（野

生のものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体

の長及び関係事業者等に要請すること。 

（参考） 



 

 

 

４．宮城県気仙沼市において採取されたきのこ類（野生のものに限る。）について、

当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請す

ること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるまつたけに

ついては、この限りでない。 

 

５．宮城県栗原市及び大崎市において採取されたきのこ類（野生のものに限る。）

について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者

等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理される

なめこ、ならたけ及びむきたけについては、この限りではない。 

 

６．宮城県栗原市（旧栗駒町、旧鶯沢町、旧金成町及び旧花山村の区域のうち、

県の定める管理計画に基づき管理される区域並びに旧築館町、旧若柳町、旧高

清水町、旧一迫町、旧瀬峰町及び旧志波姫町の区域を除く。）において産出さ

れたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及

び関係事業者等に要請すること。 

 

７．宮城県丸森町（旧金山町、旧舘矢間村及び旧大張村の区域に限る。）において

産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体

の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針

に基づき管理されるたけのこについては、この限りでない。 

 

８．宮城県気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、七ヶ宿町、大和町及び南三陸町

において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、

関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。 

 

９．宮城県気仙沼市及び大崎市において産出されたぜんまいについて、当分の間、

出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。 

 

１０．宮城県丸森町において産出されたぜんまい（野生のものに限る。）について、

当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請す

ること。 

 

１１．宮城県栗原市（旧築館町、旧栗駒町、旧高清水町、旧一迫町、旧瀬峰町、

旧金成町及び旧志波姫町の区域を除く。）において産出されたたらのめ（野生

のものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の



 

 

長及び関係事業者等に要請すること。 

 

１２．宮城県大崎市及び加美町において産出されたわらび（野生のものに限る。）

について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者

等に要請すること。 

 

１３．一迫川のうち花山ダムの上流（支流を含む。）、江合川のうち鳴子ダムの上

流（支流を含む。）、三迫川のうち栗駒ダムの上流（支流を含む。）及び松川（支

流を含む。ただし、濁川及びその支流並びに澄川４号堰堤の上流を除く。）に

おいて採捕されたいわな（養殖により生産されたものを除く。）について、当

分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。 

 

１４．宮城県内の北上川（支流を含む。）において採捕されたうぐいについて、当

分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。 

 

１５．白石川（支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。）において採捕さ

れたやまめ（養殖により生産されたものを除く。）について、当分の間、出荷

を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。 

 

１６．貴県において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控

えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の

定める出荷・検査方針に基づき管理されるいのししの肉については、この限り

ではない。 

 

１７．貴県において捕獲されたくまの肉について、当分の間、出荷を差し控える

よう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。 

 

１８．貴県において捕獲されたしかの肉について、当分の間、出荷を差し控える

よう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定め

る出荷・検査方針に基づき管理されるしかの肉については、この限りではない。 


